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地
域
防
災
計
画
は
、
災
害
対
策
基

本
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
町
防
災
会

議
（
会
長
・
平
泉
町
長
）
が
策
定
す

る
計
画
で
あ
り
、
町
に
お
け
る
風
水

害
や
震
災
に
係
る
予
防
対
策
、応
急
・

復
旧
対
策
等
を
総
合
的
に
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
町
民
の
生
命
、
身
体

と
財
産
を
災
害
か
ら
保
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
国
の
防
災
方
針
を
定
め
た

「
防
災
基
本
計
画
」
や
、
県
地
域
防
災

計
画
と
の
整
合
性
と
関
連
性
を
有
し

な
が
ら
、
地
域
の
災
害
の
特
性
に
合

わ
せ
た
独
自
計
画
に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

前
回
の
改
定
は　

年
度
で
、
今
回

13

は
そ
れ
以
来
の
改
訂
と
な
り
ま
す
。

　
　

年
度
以
降
に
発
生
し
た
岩
手
・

13
宮
城
内
陸
地
震
や
全
国
各
地
で
の
集

中
豪
雨
災
害
な
ど
の
教
訓
を
防
災
対

策
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
各
種
制
度
の

創
設
や
法
改
正
に
よ
り
、
国
の
防
災

基
本
計
画
や
県
地
域
防
災
計
画
が
見

直
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
町
に
お

い
て
も
、
地
域
に
即
し
た
防
災
・
災

害
対
策
を
推
進
す
る
た
め
に
全
面
的

な
改
訂
を
行
い
ま
し
た
。
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平成20年６月の岩手・宮城内陸地震により岩山が崩落し寸断された町道南郷線
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町
地
域
防
災
計
画
は
本
編
、
震
災

対
策
編
、
資
料
編
の
３
編
か
ら
構
成

し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
本
編
、
震
災
対
策
編
の

両
編
で
は
、
①
普
段
の
備
え
や
予
防

を
示
す
「
災
害
予
防
計
画
」
②
災
害

発
生
時
の
避
難
や
応
急
復
旧
な
ど
の

対
応
を
示
す「
災
害
応
急
対
策
計
画
」

③
災
害
発
生
後
の
町
民
生
活
再
建
に

係
る
各
施
策
を
示
す
「
災
害
復
旧
計

画
」
の
３
章
で
構
成
し
て
い
ま
す
。
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新
潟
・
福
井
の
集
中
豪
雨
や
新
潟

中
越
地
震
な
ど
の
教
訓
を
踏
ま
え
避

難
体
制
の
整
備
・
充
実
を
図
り
ま
す
。

　

◎
災
害
時
要
援
護
者
に
対
す
る
情

　
　

報
の
伝
達
方
法
や
支
援

　

◎「
避
難
準
備
情
報
」「
避
難
勧
告
」

　
　
「
避
難
指
示
」の
発
令
基
準
の
明

　
　

確
化

　

◎
観
光
客
な
ど
来
訪
者
へ
の
避
難

　
　

対
策
の
周
知
徹
底
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町
内
に
国
宝
や
重
要
文
化
財
な
ど

３
０
０
０
余
点
が
現
存
す
る
こ
と
か

ら
、
各
種
行
事
を
通
じ
て
、
町
民
や

観
光
客
な
ど
へ
防
火
・
防
災
意
識
の

高
揚
を
図
り
ま
す
。
ま
た
災
害
か
ら

文
化
財
を
守
る
た
め
に
必
要
な
防
災

施
設
の
整
備
と
定
期
的
な
点
検
を
実

施
し
ま
す
。
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水
防
法
の
規
定
に
よ
り
、
河
川
の

は
ん
ら
ん
警
戒
情
報
に
基
づ
く
避
難

判
断
水
位
の
基
準
と
、
避
難
な
ど
の

判
断
基
準
を
設
定
。
ま
た
土
砂
災
害

防
止
法
に
基
づ
き
、
県
よ
り
指
定
さ

れ
た
土
砂
災
害
（
特
別
）
警
戒
区
域

で
の
避
難
準
備
情
報
・
避
難
勧
告
・

避
難
指
示
の
行
動
を
段
階
的
に
示
す

と
と
も
に
、
各
段
階
で
の
判
断
基
準

を
明
確
に
し
ま
し
た
。
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地
震
災
害
時
に
、
余
震
な
ど
に
よ

る
二
次
災
害
を
防
止
す
る
た
め
、
被

災
建
築
物
の
応
急
危
険
度
判
定
と
被

災
宅
地
の
危
険
度
を
危
険
度
判
定
士

の
協
力
を
得
て
実
施
し
ま
す
。
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町
民
や
自
主
防
災
組
織
な
ど
が

「
自
分
た
ち
の
地
域
は
自
分
た
ち
で

守
る
」こ
と
を
防
災
の
基
本
と
し
て
、

日
ご
ろ
か
ら
災
害
へ
の
備
え
と
災
害

時
の
的
確
な
対
応
が
、被
害
を
軽
減

す
る
上
で
最
も
大
き
な
力
と
な
り
ま

す
。

　

こ
の
た
め
町
で
は
、
自
主
防
災
組

織
の
育
成
強
化
を
進
め
る
と
と
も

に
、
町
民
の
防
災
意
識
の
高
揚
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
環
境
整
備
を
図

り
な
が
ら
、
町
民
、
自
主
防
災
組
織

と
事
業
の
連
携
に
よ
る
防
災
体
制
づ

く
り
を
進
め
て
い
ま
す
。
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企
業
な
ど
が
災
害
時
に
重
要
業
務

を
継
続
す
る
た
め
、
事
業
継
続
計
画

（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）を
策
定
す
る
よ
う
努
め
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。ま
た
町
で
は
、策

定
に
資
す
る
情
報
提
供
に
努
め
ま
す
。

　

※
事
業
継
続
計
画
（
Ｂ
Ｃ
Ｐ
）
と

　
　

は
、
災
害
時
な
ど
の
緊
急
事
態
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に
お
い
て
、
早
期
復
旧
を
可
能

　
　

に
す
る
た
め
、
平
常
時
や
緊
急

　
　

時
に
事
業
を
継
続
す
る
た
め
の

　
　

方
法
や
手
段
を
取
り
決
め
て
お

　
　

く
計
画
の
こ
と
。
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「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
」に
基

づ
き
、
自
然
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
な

ど
が
全
壊
ま
た
は
大
規
模
半
壊
と

な
っ
た
世
帯
に
対
し
「
住
宅
の
被
害

程
度
」
と
「
再
建
方
法
」
に
応
じ
た

支
援
金
を
支
給
す
る
こ
と
で
、
自
立

し
た
生
活
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
た
制
度
で
す
。

　

支
給
に
関
す
る
広
報
や
事
務
な

ど
、
支
援
金
の
活
用
が
円
滑
に
行
わ

れ
、
早
期
に
生
活
安
定
が
図
ら
れ
る

よ
う
努
め
ま
す
。
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総
務
企
画
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平成19年９月の豪雨災害
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台風第19号による豪雨災害平成６年９月30日～10月１日
停滞前線による豪雨災害平成７年８月５日～６日
停滞前線と台風４号による豪雨災害平成10年８月26日～９月１日
台風第６号による豪雨災害平成14年７月10日
台風第21号の暴風雨による災害平成14年10月１日
宮城県沖を震源とする地震（震度６弱）平成15年５月26日
台風第９号による豪雨災害平成19年９月７日
大雨洪水警報発令に伴う災害平成19年９月16日～18日
岩手・宮城内陸地震（震度５強）平成20年６月14日
岩手県沿岸北部を震源とする地震（震度５強）平成20年７月24日
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瀬原公民館１
２区公民館２
戸河内コミュニティセンター３
４区ふれあいセンター４
下達谷公民館５
上平泉公民館６
７区公民館７
大佐公民館８
佐野公民館９
祇園公民館10
平泉中学校11
平泉小学校12
平泉幼稚園13
平泉保育所14
11区公民館15
12区公民館16
13区公民館17
町公民館18
平泉文化遺産センター19
町健康福祉交流館　悠久の湯平泉温泉20
14区公民館21
長部地区交流センター22
16区公民館23
長島保育所24
俄坂公民館25
大平公民館26
18区公民館27
コミュニティセンター潤いの郷「悠悠」28
20区コミュニティセンター29
21区ふれあいセンター30
長島小学校31
長島体育館32
町公民館長島分館（長島公民館）33
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（平成22年４月20日現在）


